






































































































































































































附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。
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豊橋創造大学短期大学部聴講生規程

制定

平成 年 月 日

改正

平成 年 月 日

（目的）

第１条 この規程は、豊橋創造大学短期大学部学則（以下「学則」という）第 条及び第 条の２の規定に

基づき、聴講生の取扱いを定めることを目的とする。

（聴講生の定義）

第２条 聴講生とは、次の各号の一に該当する者をいう。

本学の学生以外の者（以下「学外者」という）で 科目又は数科目を履修し、その単位の修得を目

的としない者

本学の在籍者で 科目又は数科目を履修し、その単位の修得を目的としない者

（聴講の資格）

第３条 聴講生を願い出ることができる者は、次の各号の一に該当する者をいう。

高等学校を卒業した者又は同等程度の学力を有する者で学習意欲のある者

本学の在籍者で学習意欲のある者

（聴講科目の範囲及び単位数）

第４条 聴講できる科目の範囲及び単位数は、本学の開設する授業科目の中で指定する科目及び単位数とす

る。

（学生数）

第５条 聴講生を受け入れる学生数は、本学学生の単位の修得に支障を来さない範囲の人数とする。

（聴講の手続き）

第６条 聴講生を願い出る者は、所定の期日までに次の書類を提出しなければならない。ただし、本学の在

籍者については、第 号の書類のみ提出することとする。

聴講生願書（様式１）

履歴書（所定の様式による、写真添付）

聴講生手数料払込金受取書等（様式３）

外国人にあっては、聴講期間を満たす在留資格を有することを証明する書類

その他指定する書類

（聴講の許可）

第７条 聴講を願い出た者があるときは、書類の提出を確認のうえ、聴講を許可する。

（聴講料の納入）

第８条 聴講を許可された者は、所定の期日までに聴講料を納入しなければならない。

２ 聴講料については別表にこれを定める。ただし、実習費等の諸経費については聴講生の負担とし、別途

徴収する場合がある。

（聴講の期間）

第９条 聴講生の履修期間は、春学期又は秋学期若しくは両学期にまたがる期間の何れかの期間とし、一年

以内とする。

２ 引き続き履修を希望する者は、改めて願い出て許可を受けなければならない。

３ 前項の願い出は、学外者については第６条の第 号の書類提出は不要とする。本学の在籍者については第

条の第１号の書類のみ提出する。

（聴講科目の登録）

第１０条 聴講生は、学期の初めに聴講科目の登録をしなければならない。

（聴講許可証の交付）

第１１条 聴講生として許可された者には、「聴講許可証」（様式２）を交付する。

（単位の認定）

第１２条 聴講生は、登録した科目の試験を受けることはできるが単位の認定はできない。

２ 所定の出席を修め、聴講生本人から申し出があった場合には、聴講修了を証明する修了証を発行する場

合がある。

（聴講許可の取消し）

第１３条 聴講生としての本分に反する行為があった場合は、聴講を取り消すことがある。

（その他）
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第１４条 聴講生の利用できる設備と施設については、次の各号のとおりとする。ただし、本学の在籍者に

ついては本学の設備と施設を全て利用することができる。

図書館…図書館で所定の手続き後に利用できる

売店・食堂…現金による購入方法により利用できる

学内 ・パソコン利用…教務課に とパスワードの申請を行い利用する

駐車場…学生課で所定の手続きを行い利用する

その他の設備・施設の利用に関しては、庶務課に申し出て許可を得てから利用する

附則

この規程は、平成 年４月１日から施行する。

附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

【別表】聴講料

区 分 入学金 授業料 実習費等 手数料

学外者 円
単位につき

円

必要な諸経費は別途

徴収する。

円

在

籍

者

学則第 条

に係る在籍

者の場合

円
単位につき

円
円

その他の在

籍者の場合
円 円 円
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                                              様式１ 

豊橋創造大学短期大学部聴講生願書 

 

平成   年   月   日 

豊橋創造大学短期大学部 学長 殿 

            

氏名             印 

                         （※在籍者の場合 学籍番号         ） 

下記の科目について、聴講いたしたく、お届けします。 

記 

 

（期間） 平成    年    月    日 ～ 平成    年    月    日 

 

（目的）                                     

（履修科目等） 

科目名 授業の種類 単位 期別 学年 曜日 時限 担当教員 

        

        

        

        

        

        

 

本様式は、豊橋創造大学短期大学部「個人情報の保護に関する規程」の定めに従い取り扱いをさせていただきます。 
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                                              様式２ 

豊橋創造大学短期大学部聴講許可証 

 

平成   年   月   日 

氏名                様 

（在籍者の場合 学籍番号       ） 

                                豊橋創造大学短期大学部  

学  長   

                                       （公印省略） 

下記の科目について、聴講を許可します。 

記 

 

（期間） 平成    年    月    日 ～ 平成    年    月    日 

（履修科目等） 

科目名 授業の種類 単位 期別 学年 曜日 時限 担当教員 

        

        

        

        

        

        

 

本様式は、豊橋創造大学短期大学部「個人情報の保護に関する規程」の定めに従い取り扱いをさせていただきます。 
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（履修科目等） 

科目名 授業の種類 単位 期別 学年 曜日 時限 担当教員 
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                                               様式３ 

豊橋創造大学短期大学部聴講生 手数料払込金受取書等 

平成    年   月   日 

 

氏名                  

 

下記の太枠内に手数料の払込金受取書等を貼り付けてください。（※在籍者・・・手数料は不要です。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本様式は、豊橋創造大学短期大学部「個人情報の保護に関する規程」の定めに従い、取扱いをさせていただきます。 
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豊橋創造大学短期大学部・学生の学科変更に関する要綱 
 

平成 13 年 4 月 1 日制定 
平成 28 年 3 月 1 日改定 

2023 年 4 月 1 日改定 
(目的) 
第1条 この要綱は、豊橋創造大学短期大学部学則第 24 条の規定に基づき、学生の学科変更に関する事

項を定めることを目的とする。 
(定義) 
第2条 学科変更とは、豊橋創造大学短期大学部(以下｢本学｣という。)に在籍する者が、本学の他の学科

へ学籍を異動することをいう。 
(出願要件) 
第3条 学科変更を希望する者(以下「志願者」という。)は、現に在籍する学科において半年以上在籍 
      していなければならない。 

 ２  学籍異動した者が再び学科変更の願い出をすることは原則として認めない。 
 (出願手続) 
第4条 志願者は、別表 1「豊橋創造大学短期大学部 学科変更願」（以下「学科変更願」という。）に

その理由を記入し、所属する科長を通じて願い出るものとする。ただし、変更先の学科において

欠員がない場合は、受理されない場合がある。 
２  願い出の時期は年度ごとに定める。 

(選考方法) 
第5条 学科変更の選考は、学科変更願の審査と面接等によって行う。 

 ２  学科変更の選考に係る検定料は徴収しない。 

(変更許可) 

第6条 前条の規定による選考において適当と認められた者に対しては、教授会の議を経て学科変更を

学長が許可する。 

(変更時期) 

第7条 学科変更は学期の初めとする。 

(受入年次と在学年限) 

第8条 学科変更を許可された者の受入年次は、志望学科の科会議において決定する。 
なお、当該学生が在学することができる年数は、受入年次に在学する学生と同一とする。 

(既修得単位の認定) 

第9条 学科変更を許可された者の既修得単位の認定は、別表 2 に基づき、志望学科の科会議が行う。 
(その他) 
第10条 この要綱に定めるもののほか、学科変更に関し必要な事項は、各学科等が別に定める。 
 
附則 
１ この要綱は、平成 13 年 4 月 1 日から施行する。 
２ この要綱は、平成 28 年 3 月 1 日から施行する。 
３ この要綱は、2023 年 4 月 1 日から施行する。 
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【別表１】 

豊豊橋橋創創造造大大学学短短期期大大学学部部 学学科科変変更更願願 

年 月 日 
豊橋創造大学短期大学部 学長殿 

学籍番号  
氏 名  

※太枠内を記入し、添付書類として成績証明書と一緒に提出して下さい。 
変変更更希希望望学学科科  

変更希望学科 現在の所属学科 

 幼児教育・保育科  幼児教育・保育科 
 キャリアプランニング科  キャリアプランニング科 

 
入学年度 

年 月入学 
変変更更理理由由及及びび変変更更希希望望学学科科のの志志願願理理由由  

 

変変更更希希望望時時期期  

年 月より １年次 ・ ２年次 として 
※どちらかに○印をつける 

＊＊＊＊＊＊ 以以下下、、事事務務局局記記入入欄欄 ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

書類受付日 年 月 日 

 

変更先科長 現所属科長 教務課 

教授会審議日 年 月 日 
   

審議結果 許 可 ・不許可 

 

異動開始日（学科変更日） 年 月 日 

新学籍番号  

前 学 科 
在籍期間 

年 月 日 
～ 年 月 日 
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【別表２】 
◆豊橋創造大学短期大学部からの学科変更学生の単位認定 

自己申請により単位認定できる科目の読替え表 
幼児教育･保育科   キャリアプランニング科 

授 業 科 目 
単位数 

開講時期(●印)   

授業科目 
単位数 

  

１年次 ２年次   １年次 ２年次 

必修 選択 春 秋 春 秋   必修 選択 春 秋 春 秋 

言葉と表現   2 ●       ⇔ プレゼンテーション   2 ●       

数学基礎   2   ●     ⇔ 計算実務 2   ●       

茶道Ⅰ   1 ●       ⇔ 茶道Ⅰ   1 ● ●     

茶道Ⅱ   1   ●     ⇔ 茶道Ⅱ   1   ● ●   

手話入門  1    ● ⇔ 手話入門  2    ● 

ボランティア演習  1 ●    ⇔ ボランティア演習  1 ●    

体育実技   1 ●       ⇔ トレーニング   1       ● 

英語(異文化理解とコミュニ

ケーション) 
2     ●     

⇔ 
実務英語 2   ●       

ポルトガル語  2    ●   ポルトガル語  2  ●   

子どもの心理学   2   ●     →→  心理学   2 ●       

子どもの食と栄養   2     ● →→  食と健康   2     ●   

情報教育入門   2 ●       ⇔ ＩＴ入門   2 ●       

教育工学演習Ⅰ(情報教育

とコンピュータ) 
  2   ●     

⇔ 
パソコン演習Ⅰ 2   

●  

● 
      

教育工学演習Ⅱ(子どもとコ

ンピュータ) 
  2     ●   

⇔ 
パソコン演習Ⅱ   2     

●  

● 
    

保育者のライフデザイン 1   ●       ⇔ キャリアプランニングⅠ 1   ●       

保育者のｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝⅠ 1     ●     ⇔ キャリアプランニングⅡ 1     ●     

保育者のｷｬﾘｱﾃﾞｻﾞｲﾝⅡ 2       ● ⇔ ゼミナール 2       ● ● 
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豊豊橋橋創創造造大大学学短短期期大大学学部部  転転入入学学及及びび再再入入学学にに関関すするる要要綱綱  
            

             平成 12 年 4 月 1日 制定 

改正平成 17 年 10 月 1日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、豊橋創造大学短期大学部学則（以下、学則という）第 24 条の規定に基

づき、本学への転入学及び再入学に関する事項を定めることを目的とする。（豊橋創

造大学短期大学部学則第 24 条関連） 

（定義） 

第２条 転入学とは、受験資格のある者が第１学年の入学時以外に中途入学することをいい、

再入学とは、本学を正当な理由で中途退学したものが、再び入学することをいう。 

（受験資格） 

第３条 転入学を志願することができる者は、次の各号の一に該当する者とする。 

(1) 短期大学に在学したことのある者 

(2) 大学に在学したことのある者 

２ 再入学を志願することができる者は、本学を正当な理由で退学した者とする。 

（出願手続） 

第４条 転入学を志願する者は、次の各号に掲げる出願書類に入学検定料を添えて出願する

ものとする。 

（１） 転入学願書 

（２） 健康診断書 

（３） 在学した短期大学の成績証明書 
２ 再入学を志願する者は、次の各号に掲げる出願書類に入学検定料を添えて出願する

ものとする。 

（１）再入学願書 

（２）健康診断書 
（入学検定料） 

第５条 入学検定料は、学則別表２の例による。 

（選考） 

第６条 転入学及び再入学の選考は、小論文および面接等によって行う。 

（入学許可） 

第７条 前条の規定による選考に合格した者に対しては、教授会の議を経て学長が入学を許

可する。 

（入学手続） 

第８条 入学手続きは、学則第 15 条の例による。 

（学生納付金等） 

第９条 学生納付金は、学則別表２の例による。 

（その他） 

第 10 条 募集人員、試験日等については、教授会の議を経て毎年度これを定める。 

 

 附 則 

この要綱は、平成 12 年 4月１日から施行する。 

この要綱は、平成 17 年 10 月１日から施行する。 
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豊橋創造大学短期大学部委託生規程

制定

平成 年 月 日

改正

平成 年 月 日

（趣旨）

第１条 豊橋創造大学短期大学部学則第 章各条の規定に基づく委託生の入学資格については、この規程に

よる。

（入学資格）

第２条 委託生の入学資格は、高等学校を卒業した者、もしくはそれと同等程度以上の学力があると認めら

れる者で、委託を願い出た官庁または公共団体等から推薦された者とする。

（入学に必要な書類）

第３条 委託生として入学を希望する者は、次の各号の書類を提出しなければならない。

委託願書（本学所定のもの）

履歴書（市販のものを使用し、写真を貼付すること）

所属長の作成する身上書

その他必要な書類

（選考方法等）

第４条 選考方法、入学の許可、学費、単位修得の認定等については、豊橋創造大学短期大学部科目等履修

生規程を準用する。

附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。
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豊橋創造大学短期大学部 幼児教育・保育科 長期履修生規程

制定

年 月 日

趣旨

第１条 この規程は、豊橋創造大学短期大学部学則第４条第３項（以下「学則」という）の規定に基づき、

幼児教育・保育科の長期履修生に関し、必要な事項を定めるとおりとする。

定義

第２条 長期履修生とは、修業年限を超えて、一定の期間にわたり授業科目を履修し、要件を満たすことに

より卒業することを目的として、本学に入学を許可された者をいう。

資格

第３条 長期履修生として申請することができる者は、幼児教育・保育科の入学手続き者及び幼児教育・保

育科 年次在学生のうち、次の各号のいずれかに該当するために学則で定められた卒業要件の年限で卒業

することが困難な者とする。

有職者（正規雇用以外の者を含む）

出産・育児・介護等を行う必要がある者

その他長期履修することが必要と認められる者

在学年数

第４条 長期履修生の期間は、標準修業年限を含めて 年とする。

第５条 休学期間は、長期履修期間には参入しない。

履修登録単位数

第６条 長期履修生が登録できる 年あたりの単位数の上限は原則として次のとおりとする。

入学時申請

在学年数 １年次 ２年次 ３年次

３年 ４０ ４０ ４０

在学１年次申請

在学年数 ２年次 ３年次

３年 ４０ ４０

申請手続

第７条 長期履修生となることを希望する者は、長期履修生申請書（様式第１）を以下の提出期限までに学

長に提出するものとする。

入学予定者は、入学手続案内で定める時期。

在学生は、長期履修開始前年度（ 年次）の 月末日。

許可

第８条 第７条及び前条の申請に対しては、教授会の議を経て、学長が許可する。

長期履修生に係る学納金の取扱い

第９条 長期履修生の学納金については、豊橋創造大学短期大学部学則第 条に定める金額を、履修年限に

応じて別表に定めるとおりとする。

改廃

第１０条 この規程の改廃は、教授会にて審議し学長が決定する。

附則

この規程は、 年 月 日から施行する
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様式第１

長長 期期 履履 修修 生生 申申 請請 書書

年 月 日

学 長 殿 
 

豊橋創造大学短期大学部キャリアプランニング科 

氏名
ふりがな

印 
 
下記の通り、長期履修学生を希望したいので申請します。 
 

記 

受験番号（学籍番号）  

入学年月日 卒業予定年月日 修業予定年数 

年 月入学 年 月卒業 年 

現 住 所 

〒 
 
 
℡ － － 

勤 務 先 
（ 有 職 者 ） 

勤務先名（職種） 
 
所在地 〒 
 
℡ － － 

申 請 理 由 

長期履修の必要性 

担当教員の意見 

担当教員の意見 
 
 
 

担当教員氏名 印 
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様式第２

長長 期期 履履 修修 期期 間間 変変 更更 申申 請請 書書

年 月 日

 
学 長 殿 
 

豊橋創造大学短期大学部キャリアプランニング科 

氏名
ふりがな

印 
 
下記の通り、長期履修期間を変更したいので申請します。 
 

記 

学 籍 番 号  

入 学 年 月 年 月入学 

現 在 の 卒 業 
予 定 年 月 

年 月卒業 

現 在 の 
履 修 期 間 

年 月から 
年 月まで（ 年） 

変 更 後 の 卒 業 
予 定 年 月 

年 月卒業 

変 更 後 の 
履 修 期 間 

年 月から 
年 月まで（ 年） 

申 請 理 由 

変変更更種種別別 延延長長 ・・ 短短縮縮 ※※該該当当種種別別にに○○ををつつけけるるこことと。。  
長期履修期間変更を必要とする理由 

担当教員の意見 

担当教員の意見 
 
 
 

担当教員氏名 印 
 

118



豊橋創造大学短期大学部試験における不正行為者の処分に関する規程

制定

平成 年 月 日

改正

平成 年 月 日

（目的）

第１条 この規程は、豊橋創造大学短期大学部学則第 条に基づき試験における不正行為者の処分について

必要な事項を定める。

（定義）

第２条 試験とは定期試験、追試験、再試験をいう。

（適用）

第３条 この規程は、教育的見地から学生を適正に指導する目的を達するように適用する。

（処分と手順）

第４条 不正行為が発覚した場合の手順は別に定め、不正行為者の処分は、教務委員会が原案を作成し、教

授会の審議を経て学長が行う。

（不正行為）

第５条 次に定める行為を不正行為とみなす。

替え玉受験及びその依頼

答案交換

カンニングペーパーの使用

書き込み（机、所持品、身体など）

答案を写す（見た者、見せた者）

私語又は動作による連絡（連絡した者、連絡を受けた者）

偽名、氏名抹消又は故意による無記名

持込みが許可されていない参照物件の使用

使用が許可された参照物件の貸借（借りた者、貸した者）

携帯通信機器の使用

受験態度が不良の場合

レポート提出に際して他者のものを引き写した場合

第 号から第 号に準ずると認められる場合

第 号から第 号の行為が試験終了後に発覚した場合

（処分内容）

第６条 第５条に該当する不正行為を行った者には、次のいずれかの処分を行う。

当該科目を無効とする

当該学期における当該科目までに行った履修科目の試験の単位を無効とする

当該学期の全履修科目の単位を無効とする

停学とする

退学とする

（処分の通知・掲示）

第７条 不正行為者の処分内容は、本人に通知するとともに、学内所定の場所に掲示する。

（処分の記載）

第８条 処分事項は、不正行為報告書に記載し保管する。

附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。
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豊橋創造大学短期大学部幼児教育・保育科 制度に関する要綱

制定

令和元年 月 日

（目的）

第１条 この要綱は、豊橋創造大学短期大学部幼児教育・保育科における （以下「 」

という）を算出する制度を定めることにより、学生の学習意欲を高めるとともに、適切な学修指導と厳格

な成績評価に資することを目的とする。

（成績評価と ）

第２条 各授業科目の成績評価に与えられる （以下「 」という）は、次のとおりとする。

区分 成績評価 成績評価基準

合格

秀 ～ 点

優 ～ 点

良 ～ 点

可 ～ 点

不合格

不 点以下

欠

失

対象外
認 単位認定科目 －

履 卒業要件外単位 －

（ の種類）

第３条 の種類は、当該学期における学修の状況及び成果を示す指標としての （以下「学期 」とい

う）、当該年度における学修の状況及び成果を示す指標としての （以下「年度 」という）並びに在

学中における全期間の学修の状況及び成果を示す指標としての （以下「通算 」という）とする。

（ 算出方法）

第４条 の算出方法は、次のとおりとする。

学期

（当該学期に評価を受けた科目で得た ）×（当該科目の単位数 の合計／当該学期の総履修単位

数（不合格科目を含む）

年度

（当該年度に評価を受けた科目で得た ）×（当該科目の単位数 の合計／当該年度の総履修単位

数（不合格科目を含む）

通算

（各学期に評価を受けた科目で得た ）×（当該科目の単位数 の累計／総履修単位数（不合格科

目を含む）

（ 対象科目）

第５条 対象科目は、次に掲げるものを除外した科目とする。

認定科目（他大学等で修得した科目を本学の単位として認定した科目及び他大学等との単位互換

等で修得した単位）

卒業要件外単位として認められた科目

（ 算定時期）

第６条 の算定時期は、春学期にあっては 月、秋学期にあっては 月とする。ただし、春学期に実施の集

中講義等により 算定時期までに成績が確定していない科目については、秋学期の履修として算出する。

（履修の取消）

第７条 算定対象科目については、履修登録をした科目であっても受講目的が達成されないなどの理由か

ら履修を取りやめた場合、別に定める履修取消期間内に限り、履修の登録を取り消すことができる。

120



（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、 の取り扱いに関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和元年 月 日から施行する。
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豊橋創造大学短期大学部キャリアプランニング科 制度に関する要綱

（目的）

第１条 この要綱は、豊橋創造大学短期大学部キャリアプランニング科における （以下

「 」という）を算出する制度を定めることにより、学生の学習意欲を高めるとともに、適切な学修指導

と厳格な成績評価に資することを目的とする。

（成績評価と ）

第２条 各授業科目の成績評価に与えられる （以下「 」という）は、次のとおりとする。

区分 成績評価 成績評価基準

合格

秀 ～ 点

優 ～ 点

良 ～ 点

可 ～ 点

不合格

不 点以下

欠

失

対象外
認 単位認定科目 －

履 卒業要件外単位 －

（ の種類）

第３条 の種類は、当該学期における学修の状況及び成果を示す指標としての （以下「学期 」とい

う）、当該年度における学修の状況及び成果を示す指標としての （以下「年度 」という）並びに在

学中における全期間の学修の状況及び成果を示す指標としての （以下「通算 」という）とする。

（ 算出方法）

第４条 の算出方法は、次のとおりとする。

学期

（当該学期に評価を受けた科目で得た ）×（当該科目の単位数 の合計／当該年度の総履修単位

数（不合格科目を含む）

年度

（当該年度に評価を受けた科目で得た ）×（当該科目の単位数 の合計／当該年度の総履修単位

数（不合格科目を含む）

通算

（各学期に評価を受けた科目で得た ）×（当該科目の単位数 の累計／総履修単位数（不合格科

目を含む）

（ 対象科目）

第５条 対象科目は、次に掲げるものを除外した科目とする。

認定科目（他大学等で修得した科目を本学の単位として認定した科目及び他大学等との単位互換

等で修得した単位）

卒業要件外単位として認められた科目

（ 算定時期）

第６条 の算定時期は、春学期にあっては 月、秋学期にあっては 月とする。ただし、春学期に実施の集

中講義等により 算定時期までに成績が確定していない科目については、秋学期の履修として算出する。

（履修の取消）

第７条 算定対象科目については、履修登録をした科目であっても受講目的が達成されないなどの理由か

ら履修を取りやめた場合、別に定める履修取消期間内に限り、履修の登録を取り消すことができる。

（その他）

第８条 この要綱に定めるもののほか、 の取り扱いに関し必要な事項は、別に定める。

附則

この要綱は、令和元年 月 日から施行する。
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豊橋創造大学短期大学部ハラスメント防止人権委員会規程

制定

平成 年 月 日

改正

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

（目的）

第１条 豊橋創造大学短期大学部（以下「本学」という。）において働く教職員及び学生全ての諸活動にお

けるハラスメント等の人権侵害の防止と問題解決のために、本学にハラスメント防止人権委員会（以下「人

権委員会」という。）を置き、その任務、組織等について定める。

（定義）

第２条 この規程における「人権尊重の精神に反するハラスメント行為」とは、教職員及び学校関係者の就

労上並びに学生の修学上の人権が侵害される以下の行為をいう。

セクシャル・ハラスメント：相手を不快にさせる性的言動により、相手に精神的、肉体的苦痛又

は困惑を与えること

パワー・ハラスメント：就労上の力関係を利用して、その権限を逸脱して不適切な言動、指導を

行い、相手に精神的、肉体的苦痛又は困惑を与えること

アカデミック・ハラスメント：教員等の権威的地位にある者が、その職務を逸脱して不適切な教

育・研究指導を行い、相手に精神的、肉体的苦痛又は困惑を与えること

その他のハラスメント 前各号のハラスメントにはあたらないが、相手の意に反して行われる、正

当性のない嫌がらせの言動によって、相手に不快の念を抱かせること

（組織）

第３条 人権委員会は、次の者で構成する。

２ 委員は、各科教授会及び学生委員会より各 名と事務職員代表職員 名とし、学長が指名する。

３ 人権委員会に委員長を置く。委員長は学長が指名する。

４ 人権委員会が必要とするときは、委員長の推薦による若干名を委員とし、学長が指名することができる。

（任務）

第４条 人権委員会は、いずれも関係者個人の秘密を厳守し、次の各号に掲げる事項を任務として遂行する。

ハラスメントに関する相談、救済とその対応

ハラスメント防止に関する情報収集、研修及び啓発

その他ハラスメントに関する重要事項の対応

２ ハラスメントに関する相談、申立て及び問題解決の手続きについては、別に定めるガイドラインに則し

て取り扱うものとする。

（会議）

第５条 人権委員会の会議は、委員長が召集し議長となる。

（ハラスメント相談窓口）

第６条 人権委員会は、ハラスメントに関する相談、救済とその対応のために、ハラスメント相談窓口を設

置する。

２ 前項のハラスメント相談窓口に関する規程は、別に定める。

（ハラスメント調査委員会）

第７条 人権委員会は、ハラスメントに関する実態調査のために、ハラスメント調査委員会を設置すること

ができる。

２ 前項のハラスメント調査委員会に関する規程は、別に定める。

（任期）

第８条 委員長・委員の任期は 年とする。ただし、再任を妨げない。

（幹事）

第９条 人権委員会に幹事を置き、教学部長及び教学部の職員 名をあてる。

２ 幹事は、委員長の指揮をうけて会務を処理する。
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附則

１ この規程は、平成 年 月 日から施行する。

２ セクシュアル・ハラスメント防止規程（平成 年 月 日制定）は、廃止する。

附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。
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豊橋創造大学短期大学部ハラスメント相談窓口に関する規程

制定

平成 年 月 日

改正

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

令和 年 月 日

（目的）

第１条 本規程は、豊橋創造大学短期大学部ハラスメント防止人権委員会 以下「人権委員会」という。）規

程第 条に基づき、本学のハラスメント相談窓口（以下「相談窓口」という。）に関して必要な事項を定め

る。

（組織）

第２条 相談窓口は、学生課、健康・相談センタ―に設置する。相談員が直接相談を受け付けることもでき

る。その他、外部機関に委託して、学外に設置することもできる（以下「学外相談窓口」という。）。

２ 学外相談窓口については、別に定める。

３ 学内のハラスメント相談員（以下「学内相談員」という。）は、学長の指名をもって次のとおり構成す

る。男女比はほぼ等しくなるように配慮するものとする。

各科から選出された教育職員 各 名

学生課から選出された事務職員 名

健康・相談センター業務要員および心理カウンセラー

その他学長が必要と認めた者

４ 学内相談員以外の教職員がハラスメントに関わる相談を受けた時は、本人の了承を得た上で、秘密を守

り速やかに本人が指名する相談員に連絡をする。

（任務）

第３条 学内相談員は、人権委員会規程に関する相談に応じるとともに、これを速やかに人権委員会委員長

に報告をする。

（対象）

第４条 本規程の対象者は、本学において働く教職員及び本学学生とする。

（相談員およびハラスメント相談に関与した者の義務）

第５条 相談窓口の担当者、相談員、その他、職務上ハラスメント相談に関する情報を知り得た者は、当該

事案について秘密を厳守するとともに、相談者及びハラスメントに関わる情報をもたらした者への不利益

や二次被害が生じないようにしなければならない。

（学内相談員の任期）

第６条 学内相談員の任期は 年とする。ただし、再任を妨げない。

附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則

この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則

この規程は、令和 年 月 日から施行する。
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豊橋創造大学短期大学部ハラスメント調査委員会規程

制定

平成 年 月 日

改正

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

平成 年 月 日

令和 年 月 日

（目的）
第１条 本規程は、豊橋創造大学短期大学部ハラスメント防止人権委員会（以下「人権委員会」という。）

規程第 条に基づき、本学のハラスメント調査委員会（以下「調査委員会」という。）に関して必要な事項
を定める。

（組織）
第２条 調査委員会は、次の各号に定める委員長及び委員をもって構成する。

委員長
委 員 若干名

２ 委員長は学長が指名する。
３ 委員は、人権委員会委員長の推薦により、学長が指名する。ただし、人権委員会が必要と認めたときは、

学長は人権委員会委員長の推薦によりその他の者を委員に指名することができる。なお、委員の指名にあ
たっては、委員の男女比や調査の客観性、中立性および公平性が確保されるよう配慮しなければならない。

４ 前項のほか、人権委員会が必要と認めるときは、学長は人権委員会委員長の推薦により学外者（弁護士・
医師等）に委員を委嘱することができる。

５ 調査においては、ハラスメント被害を申し立てた者の要請に応じて、担当した学内のハラスメント相談
員も同席することができる。

（任期）
第３条 委員長及び委員の任期は、調査終了までとする。
（任務）
第４条 調査委員会の任務は、次の各号に定める事項とする。

ハラスメントに関する実態調査、但し、この調査にあたっては、外部の機関に委託することがで
きる。

調査結果の人権委員会への報告
２ 調査委員会は、ハラスメントをしたと申し立てられた者に対して、意見陳述の機会をもうけなければな

らない。
３ 調査委員会の委員は、任期中および任期後において、その職務上知り得たあらゆる情報の秘密を厳守す

るとともに、関係者のプライバシーを保護し、人権を尊重しなければならない。
（事務）
第５条 調査委員会の事務の所管は、事務局長あるいは事務局長が任命した者とする。

附則
この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則
この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則
この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則
この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則
この規程は、平成 年 月 日から施行する。

附則
この規程は、令和 年 月 日から施行する。
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豊橋創造大学短期大学部ハラスメント防止ガイドライン

制定

平成 年 月 日

改正

平成 年 月 日

令和 年 月 日

豊橋創造大学短期大学部ハラスメント防止人権委員会

１．目的

このガイドラインは、本学においてハラスメントのない快適な修学・就労環境が維持されることを

めざして、本学のすべての学生および教職員がハラスメント防止に関する理解を深めるとともに、

ハラスメントに関する学内の対応について周知することを目的として作成されています。

２．ガイドラインの対象および適用範囲

本学で修学・就労するすべての学生および教職員がその対象となります。

本学の学生および教職員間で発生した事案は、発生場所、時間を問わず、その対象となります。

３．ハラスメントとは

セクシュアル・ハラスメント

セクシュアル・ハラスメントとは「相手を不快にさせる性的言動により、相手に精神的、肉体的

苦痛又は困惑を与えること」をさします。

セクシュアル・ハラスメントには、教育・研究・就労上の地位を利用して不当に性的要求を行う

もの（対価型）と修学・就労環境を悪化させるもの（環境型）があります。

修学・就労を目的として本学に所属しているにもかかわらず、学生、教員あるいは同僚としてで

はなく、性的対象として扱われるということは、たとえそれが常にではなくても、それだけで人間

としての意思を無視されたように感じる、非常に不愉快な事態です。そのうえ、立場や地位を不当

に利用して、本人の意思に反した性的要求を行うという対価型ハラスメントは、人間の尊厳を損な

う大変卑劣な行為です。絶対に許してはなりません。

一方、環境型セクシュアル・ハラスメントには、言動の受け手が不快に感じる場合だけでなく、

同席する第三者が不快に感じる場合も含まれます。性別、性指向、性役割分業に関する固定観念に

もとづく言動も、相手を不快にさせ、教育・研究・就労環境を著しく損ねる可能性があります。悪

意なしに行われた場合でも、相手が不快に感じていることを知ったうえで、なお繰り返す場合は、

ハラスメントとみなされます。

パワー・ハラスメント

パワー・ハラスメントとは「就労上の力関係を利用して、その権限を逸脱して不適切な言動、指

導を行い、相手に精神的、肉体的苦痛又は困惑を与えること」です。この場合のパワーは、一般に

は立場が上にある者が有すると考えられますが、職務上の特定の権限、人間関係、影響力を背景に、

立場が下にある者から上にある者へのパワー・ハラスメントが発生する場合もあります。

パワー・ハラスメントは、身体的・精神的攻撃、無視や仲間はずれなどの人間関係からの切り離

し、プライベートへの過度の侵害、遂行不可能な過大な要求、もしくは本人の能力・経験には不相

応に過小な要求など（担当から外す、仕事を与えない等）によって発生します。

正当な業務命令に相当する場合でも、結果的に相手に不要な苦痛を与えた場合は、効果的に業務

命令が遂行されたとは言いがたいことから、受け手の苦痛を知った時点で、受け手に応じた言動に

修正することが望ましいと考えられます。また、一般的な業務命令であっても、敏感な受け手が特

に苦痛を表明する場合もありえますが、受け手の苦痛を知ったあとでもなおその言動を修正しない

場合は、ハラスメントとみなされます。

アカデミック・ハラスメント

アカデミック・ハラスメントとは「教員等の権威的地位にある者が、その職務を逸脱して不適切

な教育・研究指導を行い、相手に精神的、肉体的苦痛又は困惑を与えること」をさします。

アカデミック・ハラスメントには、権限を不当に超える、行き過ぎた指導や叱責（濫用的言動）、

権限に無関係な指導や叱責（恣意的言動）などがあります。

アカデミック・ハラスメントにおいては、パワー・ハラスメント同様、教員等の言動、指導の「不

当性」が問題となりますが、正当な指導であっても、強すぎるあるいは多すぎる指導（濫用的言動）

によって相手の苦痛があまりに大きく、教育効果があがっていないあるいは修学が困難になってい

るような場合は、ハラスメントとみなされる可能性があります。その場合は、相手の個人差に応じ
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て、言動・指導方法を変更する必要があります。

その他のハラスメント

その他のハラスメントには、上記の（１）、（２）、（３）以外のハラスメントが含まれます。

たとえば、飲み会において飲酒を強要すること（アルコール・ハラスメント）はこれに相当します。

４．ハラスメントを防止するために

基本的な心構え

お互いに、唯一無二のかけがえのない存在として、相手の人格を尊重しましょう。性別、立場、

地位が異なっているからといって、相手を一方的に劣っているとみなしたり、特定の固定観念にも

とづいて自律的な言動を妨げたりすることのないようにしましょう。立場や地位を不当に利用した

り、濫用したりして、相手に不要な苦痛を与えないようにしましょう。

初期段階で食い止める

物事の受け止め方には個人差があることから、悪意があるかどうか、意図的かどうかに関わらず、

ハラスメントの芽はどこにでも生じうると言えます。重要なのは、受け手が苦痛を感じていること

を察知した初期の段階で防止することです。第三者として察知した場合も、見てみぬふりをせず、

自分にできることはないかを模索してください。

万一、意図せず相手に苦痛を与えてしまった場合は、謝罪したうえで、言動を修正するようにし

ましょう。また、日常的に他者の受け止め方や自分の言動が及ぼす影響を絶えず評価し、受け手に

不要な苦痛を与えずにすむ方法はないかを模索するよう心がけましょう。

一人で抱え込まない

物事の受け止め方に個人差があるということは、他者が苦痛に感じていることを察知するのは難

しいということでもあります。立場、地位の違いから、相手に苦痛を感じていることを表明するの

が非常に難しい場合もありえます。もし不当な苦痛を与えられていると感じた場合は、一人で抱え

込まず、第三者の力を借りましょう。身近な人はもとより、学内外に設置されているハラスメント

相談窓口を利用してください。ハラスメントかどうかはっきりしない場合でも、相談は受け付けま

すので、あきらめないでください。

また、相手から苦痛を表明されたが、どのように対応したらよいかわからないという場合、第三

者として事態を察知した場合も、第三者としてできることはないかを共に考えるという形で、相談

を受け付けます。皆が当事者意識をもって、快適な修学・就労環境を維持するように、努力し続け

ましょう。

５．ハラスメントを受けたと感じたら

相談窓口と相談員

本学では、学内および学外にハラスメント相談窓口が設置されています。学内では、学生課およ

び健康・相談センターに相談窓口が設置されています。身近に相談できる人がいない場合、あるい

は、自分（たち）にできることを行ったけれど事態が改善されない場合は、上記の相談窓口に連絡

してください。なお、相談窓口を介さず、直接相談員に連絡することも可能です。

学外相談窓口では、電話あるいは で相談できます。相談者が希望すれば、ハラスメント防止人

権委員会委員長へ相談内容が報告されますが、具体的な対応を希望する場合は、あらためて学内相

談窓口で相談受付をし、申立書の作成を行う必要があります。

学内相談窓口では、相談内容、所属、性別等を配慮して、２名の学内相談員を指名し、相談に応

じる態勢を整えます。相談窓口の担当者が相談員を兼ねている場合は、そのまま相談員となる場合

もあります。

相談は、原則として、本人あるいは本人の同意を得た第三者によるものを受け付けます。第三者

が相談窓口に連絡する場合は、大学への要望や相談後の対応について、可能な限り本人の希望を確

認しておいてください。

相談後の対応に際しては、相談事案の担当者以外には非公表とすることも可能です。ただし、そ

の場合には、解決方法に限界がありますので、相談員とともによく検討しましょう。

プライバシーの保護と守秘義務

ハラスメントに関わる情報の取り扱いに関しては、厳格な守秘義務が課されます。また、相談者

との対応に際して、あたかも責任の一端が本人にあるかのように言ったり、ほのめかしたりするこ

とによって、二次被害が発生しないように十分に配慮します。

学内相談員の役割

学内相談員は、相談者の立場を十分に配慮した上で、相談に応じ、必要な助言を与えるとともに、

以下の事柄を支援します。

イ．現状の理解や要望の整理

ロ．解決方法の選択

ハ．申立書の作成
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問題解決にあたって、相談者が大学側に何らかの対応を要望する場合、相談者は被害の状況や大

学への要望をまとめた申立書を作成します。

なお、相談の過程で必要な助言が与えられ、自ら解決できそうな見通しが立った場合には、申立

てをしないで相談を終了します。

不利益取り扱いの禁止

ハラスメントの相談、申立て、調査への協力等によって、不利益な取り扱いを受けることは許さ

れません。もしこれらの関係者に対して、不利益な取り扱いを行った場合には、懲戒処分の対象と

なる場合があります。

虚偽の申立て・証言の禁止

ハラスメントの相談、申立ておよび調査に際して、虚偽の申立てや証言をしてはなりません。も

し虚偽の申立て・証言を行った場合は、懲戒処分の対象となる場合があります。また、当該事実の

確認等のため、聴取を求められた場合は、正当な理由なく拒否することはできません。もし正当な

理由なく拒否した場合は、懲戒処分の対象となる場合があります。

６．問題解決の手続き

相談者は大学に対して、以下の手続きを選択して申立てをすることができます。ハラスメント防

止人権委員会は、被害者の状況に応じて最善の問題解決を図るために、以下の手続きに先行して（あ

るいは併行して）、修学・就労環境を確保するための緊急措置を講ずることがあります。なお、公

平性を確保するために、原則として、申立人と同じ部局の委員は当該事案の担当者となることはで

きません。

通知

「通知」とは、相手方の特定の言動に関して、それがハラスメントに相当するかどうかは問わな

いまま、その言動に関する相談があったことのみを相手方に知らせ、自発的な問題解決を依頼する

ものです。「通知」は、ハラスメント防止人権委員会委員長から相手方に直接行われます。また「通

知」は、申立人の名前を相手方には公開しないで行うことができます。「通知」は、申立てがあっ

てから１ヶ月以内の手続き終了をめざします。

調整

申立人が、相手方の言動に関してハラスメントかどうかを問うことよりも、問題解決を優先する

場合には、ハラスメント防止人権委員会委員長によって指名された委員が双方に助言を与えながら、

申立人と相手方の主張を公平な立場で調整します。ハラスメント防止人権委員会委員長は、考想さ

れた調整プランの内容を学長に要請し、学長は関連部局長にその実行を直接指示します。「調整」

は、申立てがあってから２ヶ月以内の手続き終了をめざします。

調査

相手方の言動に関して、懲戒処分の検討も含めた厳正な対応を要望する場合には、相手方の言動

がハラスメントに相当するかどうかの事実関係の調査を行うために、ハラスメント調査委員会を設

置します。調査は、学外の機関に委託される場合もあります。ハラスメント防止人権委員会は、調

査結果にもとづいてとられるべき措置についての勧告案を作成します。学長はその勧告を受けて、

すみやかに必要な措置を講じます。学長は、原則として、調査結果にもとづく措置勧告の内容を申

立人および相手方に開示します。その際、ハラスメントを行ったとされる者は、ハラスメント防止

人権委員会に不服申立てを行うことができます。学長は、必要に応じて、関係者のプライバシーに

配慮しながら、調査結果にもとづく措置勧告の内容について関係部局長に開示します。「調査」は、

申立てがあってから３ヶ月以内の手続き終了をめざします。

なお、調査の結果、ハラスメントの事実が存在しないこと、あるいは措置に適さないことが明ら

かになった場合は、申立人に通知し、ハラスメント防止人権委員会は申立ての取り下げを勧告する

ことができます。

７．その他の防止策

学生および教職員に対して、ガイダンス等の機会を利用して、このガイドラインを周知徹底させ、

ハラスメントに関する理解の向上を図ります。

教職員に対しては、定期的に講演会や研修を行い、ハラスメント防止に関する理解の向上を図り

ます。

教職員のうち、特に管理職およびハラスメント防止を担当する教職員に対しては、ハラスメント

の防止と排除に関して、求められる責任と果たすべき役割について理解させ、適切な対応がとれる

ようになるための研修を行います。

８．その他

このガイドラインは平成 年 月 日から実施します。

運用の状況をみて、見直しの必要が生じた時には、その都度改定を行うものとします。

以上
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Ⅶ 巻 末 





豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部の 
『プライバシーポリシー』について 

平成17年４月１日制定 

【個人情報保護に関する方針】 

本学では、あらゆる場合において多くの個人情報に接しております。本学では、これらの個人情報の取

得、保存、利用、処分等にあたり個人情報保護法等関連法令の遵守だけでなく本学に「個人情報の保

護に関する規程」を制定し、その保護に万全を期すことをここに宣言します。 

【本学における個人情報の取り扱い】 

個人情報は、個人の人格に係わる重要な情報であり、氏名、生年月日、住所、電話番号、その他の記

述、又は個人別に付けられた番号、記号、その他の符号、画像若しくは音声によって当該個人を識別で

きるものをいいます。これらの個人情報を業務上使用する場合は、提供いただいた理由ないし目的の範

囲内で、適切に取り扱います。また、目的外に使用する場合は、事前に本人若しくは正当な代理人の了

承を得ることを原則とします。 

【安全性の確保】 

個人情報は、安全な場所に保管し管理します。また不要になった個人情報は、適切な方法で確実に

廃棄又は消去します。 

【法令及びその他の規範の遵守】 

個人情報を取り扱う教職員は、個人情報に関する法令や本学規程を遵守するとともに、規範を守るた

めの責任及び違反した場合の措置を周知する手順を確立し実施します。 

個人情報の取り扱いに関するお問い合わせ先 

  豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部 

  個人情報保護委員会 privacy@sozo.ac.jp 

個人情報保護法施行に伴い、学生等は大学が保有する個人情報に対し、開示、訂正、利用停止等を求

めることができます。相談等は、事務局窓口で行うことができます。 
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豊橋創造大学・豊橋創造大学短期大学部における 
個人情報の取扱いについて 

 
 

豊橋創造大学･豊橋創造大学短期大学部では､個人情報の保護に関する法律が平成17年４月１日施

行されて以来､学内諸規程等を整備し､関係法令を遵守しながら、本学在学生及びその保護者等（以下

｢在学生等｣と記します）に関する個人情報の取扱いには慎重を期しているところですが､本学の取扱う在

学生等の個人情報及びその利用目的は以下のとおりです。 

 

【在学生等の個人情報及びその利用目的】 

１．入学時に取得する個人情報 

  （１） 在学生に関する情報  （２） 保護者等に関する情報 

     以上の個人情報は､ 

① 学籍原簿等各種帳票類への記載､履修科目の登録､授業の実施､試験の実施､成績処理､成

績の通知等在学生の教育、教務上及びキャリア支援上必要な事項の実施･指導･連絡のため 

② 在学生の生活指導上又は健康管理上必要がある場合の指導･連絡のため 

③ 大学行事の連絡のため  

④ 大学附属図書館の別冊利用に伴う連絡のため 

⑤ 学納金に関する事項の請求･連絡等のため 

に利用いたします。 

 （３） 既往症､現在の健康状態､健康上の留意事項等 

以上の個人情報は､在学生に対する日常的な健康安全管理の実施･指導や健康管理策等を

検討する場合の資料として､可能な限り匿名化した上で利用いたします。  

 （４） 出身校から提出された指導要録及び調査書等（学業成績、出席状況等） 

以上の個人情報は､在学生の教科指導又は生活指導等実施する時の参考資料として利用い

たします。 

 （５） 在学生又は保護者等の利用する金融機関名、ロ座番号､名義人等 

以上の個人情報は､学納金及びキャンパスカードシステム利用料（利用代金）の自動口座振替

のために､委託業者及び金融機関に提供いたします。 

 

２．入学後の教育活動等の中で取扱う個人情報 

（１）授業の出欠状況等（２）学業成績及び修得単位の状況（３）学習指導･キャリア支援・進路指導

及び生活指導上の課題事項（４）サークル活動､学生会活動､ボランティア活動等の情報（５）各種表

彰等（６）各種検定試験の成績､合否、取得資格等 

   以上の個人情報は､ 

① 学習指導､成績判定､単位認定､卒業認定等に伴う各種帳簿への記録及び教務上必要な事項

の実施･指導･連絡のため 

② 生活指導･キャリア支援・進路指導上必要がある場合の指導･連絡のため 

③ その他在学生の学事の処理を行う上で必要な事項の指導･連絡のために利用します｡ 

なお､本学では､大学と学生本人及び保護者が一体となった教育を目指しており定期試験の結

果（成績表）を学生本人及び保護者へ通知しております｡ 

また､授業の出欠状況が思わしくない学生については､大学から保護者等へ照会させていただ

く場合があります。 
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（７） 健康診断結果､カウンセリング室及び保健室における相談内容等

以上の個人情報は､在学生に対する日常的な健康管理の実施･指導等のために､可能な限り

匿名化をした上で利用いたします。 

（８） 学納金等の納付状況等

以上の個人情報は､学納金に関する事項の請求･連絡等のために利用いたします。

（９） 本学の奨学金給付状況及び授業料減免制度の状況並びに申請時に提出される関係書類等

以上の個人情報は､在学生の奨学事務等に利用いたします。

（10） 証明写真（身分証明書等）

以上の個人情報は､学生個票や身分証明書（キャンパスカード）進路登録カード、クラス名簿、

履修者名簿、及び学内データベースに掲載し（学習指導、生活指導及びキャリア支援などに役

立たせるために利用いたします。 

（11） 授業、サークル活動､各種行事の際に撮影･録音した写真､映像､音声等

以上の個人情報は､学内報、大学案内その他のＰＲ誌､入学試験要項又はウェブサイト等に

掲載することがあります。ただし、撮影・録音等は、事前に学生に了解を得た上で行います。 

（12） 本学の関係団体における個人情報の取扱いについて

本学には本学と密接な関係を持ち、学生生活の充実や本学の発展に寄与している以下の団

体があります。個人情報の取扱いについては、充分な指導を行ったうえで一定の基準のもとに

個人情報の提供を行っています。 

① 学生会

本人確認・呼び出し等のために、学生氏名及び所属学科・学籍番号の情報提供を行ってい

ます。 

② 同窓会

卒業生に同窓会に関する情報を提供するために、学生氏名及び所属学科・学籍番号・住所

の情報提供を行っています。 

在学生等に関する個人情報の取扱いについて疑問等がありましたら、下記の相談窓口又は関連部課

室窓口にお問い合わせください。 

【個人情報の取扱いに関する相談窓口】 

豊橋創造大学･豊橋創造大学短期大学部 

個人情報保護委員会 privacy@sozo.ac.jp 

【関連部課室電話番号】 

代表電話を使用せず直接部課室に接続します 

キャリアセンター 0532-54-9721 図 書 館 0532-54-9728 

教 務 課 0532-54-9722 地域連携・広報センター 0532-54-9729 

学 生 課 0532-54-9723 創造同窓会 0532-54-9433 

庶 務 課 0532-54-9724 短大同窓会 0532-54-9435 

入試センター 0532-54-9725 
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履修登録下書き用紙

学籍番号

1

科目名 コード 科目名 コード 科目名 コード 科目名 コード 科目名 コード

2 3 4 5

氏　　名

月
　

　火
　

　水
　

　木
　

　金
　

　土
　

　集
中
・
他
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